
議案第１００号 

 

川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定についての市長の専決処分

の承認について 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、議会の議決すべき事件について

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると

認め、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、

承認を求める。 

 

令和 ７ 年 ６ 月 ２ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 ⑸ カラオケボックスその他これに類するもの 

 ６１ 小杉駅北口地区整備計画区域 

 
Ｄ

地

区

の

区

域 

建築物の用途の

制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

⑴ 住宅 

⑵ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

⑶ 自動車車庫（建築物に附属するものを除く。） 

⑷ 工場（自家販売のために食品製造業（食品加工業を含む。）

を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類す

るものを除く。） 

⑸ 自動車教習所 

⑹ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、

場外車券売場その他これらに類するもの 

⑺ カラオケボックスその他これに類するもの 

⑻ キャバレー、料理店その他これらに類するもの 

⑼ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの 

建築物の敷地面

積の最低限度 

建築物の敷地面積は、１，０００平方メートル以上でなけ

ればならない。 

建築物の高さの

最高限度 

建築物の高さは、１５５メートル以下でなければならない。

ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他こ

れらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該

建築物の建築面積の８分の１以内の場合においては、その部

分の高さは、１２メートルを限度として算入しない。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

大川町産業団地地区地区計画及び小杉駅北口地区地区計画の区域内における

建築物に係る制限に関し必要な事項を定めるため、この条例を制定するもので

ある。 



専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、議会の議決すべき事件について

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると

認め、川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について次のとおり専決処

分する。 

 

令和 ７ 年 ３ 月３１日 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市市税条例の一部を改正する条例 

 川崎市市税条例（昭和２５年川崎市条例第２６号）の一部を次のように改正

する。 

第６４条第１項第１号ア中「エ」を「ウ及びオ」に改め、同号イ中「又は」

を「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号エを同号オとし、同号ウ

中「又は」を「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号ウを同号エと

し、同号イの次に次のように加える。 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力が４．

０キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

第７０条第３項中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 第６４条第１項第１号ウに規定する原動機付自転車にあっては、原動機

の最高出力 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 



（軽自動車税に関する経過措置） 

２ 改正後の条例第６４条第１項第１号及び第７０条第３項第８号の規定は、

令和７年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和６年度

分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 

 

理 由 

 

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律が令和

７年３月３１日に公布され、軽自動車税等について一部改正が行われたが、そ

のうち軽自動車税の種別割の標準税率に係る二輪車の車両区分の見直しについ

ては、同年４月１日から施行されることとなり、早急に川崎市市税条例の一部

を改正する条例を制定する必要が生じたため 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、議会の議決すべき事件について

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると

認め、川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について次のとおり専決処

分する。 

 

令和 ７ 年 ３ 月３１日 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市市税条例の一部を改正する条例 

 川崎市市税条例（昭和２５年川崎市条例第２６号）の一部を次のように改正

する。 

第６４条第１項第１号ア中「エ」を「ウ及びオ」に改め、同号イ中「又は」

を「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号エを同号オとし、同号ウ

中「又は」を「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号ウを同号エと

し、同号イの次に次のように加える。 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力が４．

０キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

第７０条第３項中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 第６４条第１項第１号ウに規定する原動機付自転車にあっては、原動機

の最高出力 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


